
　

手
を
動
か
し
、
表
情
や
体
の
動
き
で
気

持
ち
を
伝
え
る
手
話
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん

か
？
一
度
見
学
に
来
た
い
と
お
考
え
の
方

は
問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
毎
週
金
曜
日
、
19
時
～

■
場
所
／
保
健
福
祉
会
館
・
労
働
福
祉
セ

ン
タ
ー

問
０
９
０
―
２
６
９
９
―
６
２
８
４
（
会

　

長
石
井
）

　

お
祭
り
を
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る

イ
ベ
ン
ト
企
画
を
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
募

集
し
ま
す
。
町
HP
に
あ
る
応
募
概
要
を
確

認
し
、
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
じ
ゃ
が
祭
り
実
行
委
員
会
事
務
局

（
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
内
）
ま
で
提
出

く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切
／
6
月
20
日
㈬
ま
で

URLhttp://w
w

w.tow
n.kutchan.hokkaido.

jp/tourism
/jaga-m

atsuri

問
☎
０
９
０
―
６
９
９
３
―
４
８
８
５

　
（
Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
イ
ベ
ン
ト
部
会
担
当
小
林
）

　

富
士
山
麓
の
自
然
豊
か
な
キ
ャ
ン
プ
場

で
、全
国
か
ら
集
ま
る
青
少
年
（
日
本
人
・

外
国
人
）
が
、
キ
ャ
ン
プ
生
活
や
富
士
登

山
な
ど
の
野
外
活
動
を
共
に
し
な
が
ら
友

情
を
深
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
て

「
仲
間
づ
く
り
」「
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
の
大
切

さ
や
友
だ
ち
と
協
力
し
助
け
合
う
楽
し
さ

を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

■
期
間
／
7
月
31
日
㈫
～
8
月
４
日
㈯
の

４
泊
５
日

入
試
案
内

■
選
抜
区
分
／
Ａ
Ｏ
入
試
、
指
定
校
推
薦

入
試
、自
己
推
薦
入
試
、一
般
入
試
（
多

種
多
様
の
選
抜
方
法
が
あ
り
ま
す
）

問
国
立
宮
古
海
上
技
術
短
期
大
学
校
教
務

　

課
☎
０
１
９
３
―
６
２
―
５
３
１
６

URLhttps://w
w

w
.jm

ets.ac.jp/m
iyako/

kyoum
u-m

iyako@
jm

ets.ac.jp

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
自
宅
で
学
べ
る
正

規
の
大
学
で
す
。

■
出
願
期
間
／
6
月
15
日
～
8
月
31
日

（
第
１
回
）、9
月
１
日
～
9
月
20
日（
第

２
回
）

問
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
22
―
４
１
５
１

　

倶
知
安
町
出
身
で
、
現
在
札
幌
市
と
そ

の
近
郊
に
在
住
し
て
い
る
方
々
で
構
成
さ

れ
る
「
さ
っ
ぽ
ろ
倶
知
安
会
」
と
の
交
流

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
昔
な
つ
か
し
い
思

い
出
話
に
花
を
さ
か
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時
／
7
月
7
日
㈯
13
時
30
分
～
15
時

30
分

■
場
所
／
ホ
テ
ル
ポ
ー
ル
ス
タ
ー
札
幌

（
札
幌
市
中
央
区
北
４
条
西
６
丁
目
）

■
会
費
／
3
千
円

■
定
員
／
10
名
（
先
着
順
と
し
、
６
月
15

日
㈮
を
申
込
期
日
と
し
ま
す
）

■
そ
の
他
／
交
流
会
当
日
、
役
場
前
か
ら

会
場
ま
で
連
絡
バ
ス
を
運
行
※
独
自
で

会
場
ま
で
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
も
可

能
で
す
。

問
申
総
合
政
策
課
企
画
振
興
室
企
画
統
計

　

係
☎
56
―
８
０
０
１

⑵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
が
で
き
な
い
場

合
／
第
一
次
試
験
地
を
管
轄
す
る
人
事

院
地
方
事
務
局
に
問
合
せ

※
人
事
院
北
海
道
事
務
局

〒
０
６
０
―
０
０
４
２
札
幌
市
中
央
区

大
通
西
12
丁
目
☎
０
１
１
―
２
４
１
―

１
２
４
８

■
一
次
試
験
／
9
月
2
日
㈰
（
基
礎
能
力

試
験
、
適
性
試
験
、
作
文
試
験
）、
合

格
発
表
は
10
月
4
日
㈭

■
二
次
試
験
（
人
物
試
験
、
身
体
検
査
）

／
10
月
10
日
㈬
～
19
日
㈮
の
う
ち
指
定

す
る
日
、
合
格
発
表
は
11
月
13
日
㈫

問
札
幌
国
税
局
人
事
第
二
課
採
用
担
当

☎
０
１
１
―
２
３
１
―
５
０
１
１
（
内

線
２
３
１
５
）

一
般
職
試
験
（
高
卒
者
・
社
会
人
）

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
／
6
月
18

日
㈪
～
27
日
㈬

URLhttp://w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

問
人
事
院
北
海
道
事
務
局
第
二
課
試
験
係

☎
０
１
１
―
２
４
１
―
１
２
４
８

■
募
集
期
間
／
6
月
11
日
㈪
～
29
日
㈮

一
般
世
帯
向
け
（
家
族
向
け
）

・
ひ
ま
わ
り
団
地
（
北
6
西
5
）

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

3
階　

EV
有

2
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

３
階

・
ノ
ー
ス
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
（
北
7
西
１
）

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

4
階

3
Ｄ
Ｋ　

1
戸　

３
階

・
望
羊
団
地
（
北
４
東
4
）

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
戸

4
階

・
南
６
条
団
地
（
南
6
東
5
）

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－ －10－

◇町道民税・軽自動車税のこと（窓口⑧）住民税係☎ 56 － 8003

◇税金の納付方法（窓口⑨）納税係☎ 56 － 8002

◇固定資産税のこと（窓口⑩）資産税係☎ 56 － 8004

【町道民税・国民健康保険税の納付書発行】

－第１期の納期限は７月２日 (月 )－

　平成 30 年度の納付書は 6 月上旬に発送します。必ず納

期限内にお納めください。なお、固定資産税・軽自動車税

の納付書はすでに発送しています。

募

集

住
民
係
職
員
（
非
常
勤
）
1
名

■
応
募
資
格
／
パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
ド
、
エ

ク
セ
ル
な
ど
）
で
簡
単
な
文
書
作
成
が

で
き
る
程
度

■
任
用
期
間
／
7
月
２
日
～
平
成
31
年
３

月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
住
民
事
務
一
般
業
務
、
窓

口
業
務
（
住
民
票
、
戸
籍
、
印
鑑
証
明
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
な
ど
）

■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
日
、
10
時
15
分

～
17
時
30
分
（
休
憩
時
間
１
時
間
）

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
13
万
円
程
度
、
経

験
年
数
に
よ
る
（
社
保
、雇
用
保
険
有
）

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
、
6
月
8
日

㈮
ま
で
に
提
出
。
書
類
選
考
の
上
、
後

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

非
常
勤
・
パ
ー
ト
職
員
募
集

国
家
公
務
員
採
用
試
験

青
少
年
国
際
交
流
キ
ャ
ン
プ

　

日
面
接
を
実
施

問
申
住
民
環
境
課
住
民
係

☎
56
―
８
０
０
７

児
童
厚
生
員
（
非
常
勤
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
（
近
隣
町
村
居

住
で
通
勤
可
）
で
保
育
士
資
格
ま
た
は

教
員
免
許
を
所
有
す
る
者
、
ま
た
は
児

童
関
連
事
業
に
2
年
以
上
の
従
事
経
験

を
有
す
る
者

■
任
用
期
間
／
7
月
１
日
～
平
成
31
年
3

月
31
日
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
児
童
に
対
し
遊
び
を
通
じ

た
生
活
指
導
を
行
う

■
勤
務
時
間
／
月
曜
日
は
10
時
～
18
時
ま

た
は
13
時
～
18
時
、
火
～
金
曜
日
は
11

時
～
18
時
ま
た
は
13
時
～
18
時
、
土
曜

日
は
8
時
～
14
時
ま
た
は
12
時
～
18
時

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
万
～
15
万
円
程

度
（
社
保
、
雇
用
保
険
、
通
勤
手
当
有
）

く
っ
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
が
祭
り

Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
イ
ベ
ン
ト
企
画
募
集

倶
知
安
出
身
者
と
の
交
流
会
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
免
許
証
の
写
し

に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添

え
て
6
月
15
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
福
祉
医
療
課
福
祉
係

☎
23
―
０
５
０
０

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
（
非
常
勤
）

1
名

■
応
募
資
格
／
保
育
士
有
資
格
者
・
教
員

免
許
（
幼
稚
園
、
小
・
中
・
高
校
）
所

有
者

■
任
用
期
間
／
平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で

　
（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
子
育
て
相
談
、育
児
指
導
、

育
児
情
報
の
提
供

■
勤
務
時
間
／
8
時
30
分
～
17
時
30
分

　
（
シ
フ
ト
制
）、
月
～
土
曜
日
、
月
１
２

４
時
間
、
土
曜
日
勤
務
は
月
1
～
２
回

■
勤
務
場
所
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
10
万
２
５
０
０
円

～
15
万
２
５
０
０
円
※
社
保
・
雇
用
保

倶
知
安
手
話
サ
ー
ク
ル
募
集

放
送
大
学
第
２
学
期
入
学
生

国
立
宮
古
海
上
技
術
短
期
大
学

　

険
有

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介

状
を
添
え
て
6
月
15
日
㈮
ま
で
に
提
出

問
申
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
55
―
８
３
５
５

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税
務
署

に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し

て
活
躍
す
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

　

平
成
30
年
度
の
採
用
試
験
の
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

■
受
験
資
格
／
高
卒
見
込
の
者
お
よ
び
高

卒
後
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

■
申
込
受
付
期
間
／

⑴
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
／
６
月
18
日
㈪

～
27
日
㈬
、
URLhttp://w

w
w

.jinji-
shiken.go.jp/juken.htm
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■町税の納期
町道民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

第 1期 7月 2日 5月 31 日 5月 31 日 7月 2日
第 2期 8月 31 日 7月 31 日 8月 31 日
第 3期 10 月 31 日 10 月 1日 10 月 31 日
第 4期 12 月 25 日 11 月 30 日 12 月 25 日

※納期限を過ぎると延滞金が加算されますのでご注意くだ

さい。やむを得ない事情などにより納期ごとの納税が困

難な方は、納付書と印鑑を持参し、役場税務課納税係（窓

口⑨）にてご相談ください。分割納付ができます

【休日・夜間納税相談窓口の開設】

～平日・日中に時間をとれない人～

　以下の日程で休日・夜間相談窓口を開設しますので、こ

の機会をぜひご利用ください。

■休日相談窓口／ 6月 17 日（日）　9時～ 17 時

■夜間相談窓口／ 6月 18 日（月）、19 日（火）

20 時まで開設しています。

■場所／役場税務課納税係（窓口⑨）

※納税に関する相談は随時受け付けています。お気軽に

相談または納税係（窓口⑨）までお越しください

　

浴
室
、
浴
槽
無　

３
Ｄ
Ｋ　

１
戸

・
南
９
条
団
地
（
南
9
西
2
）

浴
室
有
、
浴
槽
無　

３
Ｄ
Ｋ　

１
戸

一
般
世
帯
向
け
（
単
身
可
）

・
南
6
条
団
地
（
南
６
東
５
）

浴
室
、
浴
槽
有　

2
Ｄ
Ｋ　

１
戸

申
請
に
は
必
要
書
類
、
所
得
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

■
抽
選
日
時
／
6
月
25
日
㈪
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
公
民
館
2
階
研
修
室

■
募
集
住
宅
／

一
般
世
帯
向
け

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
羊
蹄
団
地
（
北
3
東
7
）
1
戸

■
申
込
場
所
・
期
間
／
町
公
民
館
・
6
月

21
日
㈭
～
23
日
㈯
9
時
～
18
時
※
23

日
は
17
時
ま
で

■
入
居
予
定
日
／
平
成
30
年
8
月
中
旬

■
そ
の
他
／
入
居
に
関
す
る
要
件
は
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
マ
ン
シ
ョ
ン
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
㈱

☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

　

私
た
ち
の
学
校
は
、
国
土
交
通
省
の
所

管
す
る
学
校
で
、
優
秀
な
船
舶
運
航
技

術
者
の
育
成
を
目
的
と
し
、
海
と
船
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
学
ん
で
い
ま
す
。
卒
業
生

に
は
、
海
技
資
格
に
お
け
る
特
典
が
付
与

さ
れ
、
海
運
界
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
関
連
産

業
を
中
心
に
幅
広
く
活
躍
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
開
催

■
日
程
／
６
月
２
日
㈯
、
6
月
30
日
㈯
、

７
月
21
日
㈯
、
10
月
13
日
㈯

税
務
職
員
採
用
試
験



消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

【消費生活ニュース】

　北海道消費生活センター発行の「きらめっ

く」が 5月号からリニューアルして A4 版に

なり、字も大きく読みやすくなりました。

　残部が少々ありますので、お読みになりた

い方は消費者協会に申し込みください。

外出時の子どもの事故に気を付けて！

　「きらめっく」の 3ページに「子どもの事

故に注意！」という記事を見つけました。

　14 歳以下の子どもが窒息や溺れなどの不

慮の事故で毎年 300 人以上亡くなっていると

いう記録で、消費者庁などでは 5月の第 4週

を「子どもの事故防止週間」と定め注意を呼

びかけています。

　身の回りに予期せぬ危険物があるかもしれ

ません。みんなで傷ましい事故の防止に注意

の目を光らせましょう。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

－12－

灯
油
・
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
保
管
、
管
理
は

大
丈
夫
で
す
か
？

　

暖
か
く
な
り
暖
房
器
具
や
除
雪
機
を
使

う
機
会
が
減
っ
て
き
ま
し
た
。
使
い
残
し

た
灯
油
や
ガ
ソ
リ
ン
の
管
理
は
大
丈
夫
で

す
か
？

　

灯
油
は
ポ
リ
タ
ン
ク
、
ガ
ソ
リ
ン
は
携

行
缶
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
容
器
に

変
形
や
破
損
が
あ
る
場
合
は
使
用
を
中
止

し
、
別
の
容
器
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

　

購
入
か
ら
１
年
以
上
経
過
し
た
灯
油
や

ガ
ソ
リ
ン
は
ス
ト
ー
ブ
の
異
常
燃
焼
や
機

器
の
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
原
因
と
な
る
た
め

使
用
を
中
止
し
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な

ど
に
廃
棄
処
分
を
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

　

今
一
度
、
身
近
に
あ
る
灯
油
や
ガ
ソ
リ

ン
な
ど
の
管
理
を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

5 月 17 日 ( 木 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 30 年 平成 29 年
人　身 14 件 10 件
物　損 359 件 253 件
死　者 0 名 0 名

4 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 30 年 平成 29 年
火　災 3 件 5 件
救　急 308 件 329 件
救　助 9 件 6 件
その他 35 件 75 件

4 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

う
。

人の動き　平成 30 年 4月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

15,439 人

 7,813 人

 7,626 人

8,222 世帯

（前月比 -389）

（前月比 -223）

（前月比 -166）

（前月比 -414）

うち外国籍住民 791人（前月比 -549）

主
な
事
件

▽
傷
害
事
件
の
発
生

知
人
同
士
で
も
め
て
、
怪
我
を
負
わ
せ

る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
車
庫
荒
ら
し
）
事
件
の
発
生

会
社
の
倉
庫
内
か
ら
タ
イ
ヤ
や
ホ
イ
ー

ル
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
万
引
き
）
事
件
の
発
生

ス
ー
パ
ー
か
ら
食
料
品
が
盗
ま
れ
る
事

件
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
窃
盗
（
自
転
車
盗
）
事
件
の
発
生

JR
倶
知
安
駅
前
の
駐
輪
場
か
ら
無
施
錠

の
自
転
車
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。

交
通
事
故

▽
4
月
16
日
、
駐
車
場
所
か
ら
道
道
へごめいふくをお祈りします

－13－

ま
だ
最
高
裁
が
あ
る
？

バ
ッ
ク
で
出
る
際
、

後
方
の
安
全
を
確
認

し
な
い
ま
ま
後
退
し

た
と
こ
ろ
道
道
を
走

行
し
て
い
た
ト
ラ
ッ

ク
に
衝
突
す
る
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

倶知安ひまわり

基金法律事務所

弁護士 渡邉　恵介
☎ 21-6228

　HP www.kutchan-himawari-
          lawoffice.com

■
場
所
／
静
岡
県
立
朝
霧
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

■
定
員
／
日
本
人
80
名
、
外
国
人
20
名

■
対
象
／
小
学
３
年
生
～
中
学
3
年
生

■
内
容
／
富
士
登
山
、テ
ン
ト
生
活
体
験
、

野
外
炊
飯
体
験
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ

ヤ
ー
、
ワ
イ
ド
ゲ
ー
ム
な
ど

■
締
切
／
7
月
5
日
㈭

問
公
益
財
団
法
人
国
際
青
少
年
研
修
協
会

☎
03
―
６
４
１
７
―
９
７
２
１

info@kskk.or.jp

URLhttp://w
w

w.kskk.or.jp/

■
日
時
／
6
月
9
日
㈯
10
時
～

■
場
所
／
半
月
湖
駐
車
場

10
時
か
ら
の
安
全
祈
願
祭
・
慰
霊
祭
終

了
後
に
半
月
湖
散
策
イ
ベ
ン
ト　
（
予
約

制
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）
が
あ

り
、
そ
の
後
名
物
「
金
剛
力
鍋
」
を
無
料

配
布
※
無
料
送
迎
バ
ス
有
（
要
予
約
）

問
倶
知
安
観
光
案
内
所
☎
22
―
３
３
４
４

羊
蹄
山
麓
を
歩
く

■
内
容
／
町
内
の
水
源
地
を
巡
り
ま
す

■
日
時
／
6
月
23
日
㈯
9
時
集
合

■
集
合
場
所
／
レ
ル
ヒ
公
園
駐
車
場

■
持
ち
物
／
飲
料
水
、
軽
食
、
タ
オ
ル
、

雨
具
（
天
候
に
よ
り
）、
虫
よ
け
ス
プ

レ
ー
な
ど

■
参
加
費
／
５
０
０
円
、
小
学
生
以
下

３
０
０
円

問
同
事
務
局
☎
22
―
２
２
８
８
（
総
合

　

体
育
館
内
）、
FAX
22
―
５
５
４
４
、

　

０
９
０
―
１
５
２
８
―
０
０
８
４
（
石

　

田
）

　

児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
大

切
な
届
出
で
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
手

続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
現

況
届
出
用
紙
は
封
書
で
本
人
に
直
接
郵
送

し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
関

係
書
類
を
添
付
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■
提
出
す
る
も
の
／

①
現
況
届

②
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

③
平
成
30
年
1
月
1
日
に
倶
知
安
町
に

住
民
登
録
の
な
か
っ
た
受
給
者
で
、

申
請
の
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入

さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
前
住
所
地
の

市
町
村
長
が
発
行
す
る
平
成
30
年
度

所
得
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す

④
印
鑑

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類

が
あ
り
ま
す

■
提
出
期
限
／
6
月
29
日
㈮

■
提
出
先
・
問
合
せ
先
／
福
祉
医
療
課
少

子
高
齢
化
対
策
室
福
祉
係
（
保
健
福
祉

会
館
内
）
☎
23
―
０
５
０
０

　

北
海
道
新
幹
線
の
建
設
主
体
で
あ
る

（
独
）
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
で
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
「
北
海
道

新
幹
線
環
境
影
響
評
価
事
後
調
査
等
報
告

書
」（
平
成
14
年
１
月
実
施
に
基
づ
く
、

事
後
調
査
等
報
告
書
（
平
成
30
年
３
月
））

を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
次
の

と
お
り
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
期
間
／
6
月
4
日
～
29
日
（
土
・
日
曜

　

日
を
除
く
20
日
間
）

■
時
間
／
9
時
～
17
時

■
場
所
／
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
（
役

場
庁
舎
１
階
）

問
北
海
道
新
幹
線
建
設
局
工
事
第
六
課

☎
０
１
１
―
２
０
０
―
９
８
４
１

　

技
能
講
習
修
了
を
も
っ
て
オ
フ
ィ
ス
施

設
の
清
掃
の
基
本
を
理
解
し
、
さ
ら
に

ベ
ッ
ド
メ
イ
ク
の
技
術
も
学
び
、
宿
泊
施

設
な
ど
の
清
掃
作
業
員
と
し
て
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
基
礎
的
な
パ

ソ
コ
ン
の
操
作
を
学
び
、
就
職
活
動
に
役

立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
北
海
道
労

働
局
受
託
事
業
）

■
講
習
名
／
パ
ソ
コ
ン
も
学
べ
る
オ
フ
ィ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
講
習

■
開
催
期
間
／
7
月
9
日
㈪
～
24
日
㈫

■
開
催
場
所
／
後
志
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
申
込
方
法
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
で
備

え
付
け
の
受
講
申
込
書
に
記
入
し
次
の

　

申
込
先
へ
FAX
０
１
１
―
２
５
１
―
６
０

　

１
６
ま
た
は
郵
送
に
て
申
し
込
み

※
6
月
13
日
17
時
到
着
分
ま
で

■
申
込
先
／
日
建
学
院
札
幌
校　

二
瓶
宛

〒
０
６
０
―
０
０
３
２
札
幌
市
中
央
区

北
2
条
東
4
丁
目
1
―
2

■
受
講
条
件
／
雇
用
形
態
に
よ
る
就
職
を

希
望
す
る
方
・
55
歳
以
上
の
方
・
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
さ
れ
て
い
る
方

問
日
建
学
院
札
幌
校
☎
０
１
１
―
２
５
１

　

―
６
０
１
０
（
二
瓶
）

■
日
時
／
7
月
28
日
㈯
、
10
時
～
15
時
30
分

■
場
所
／
小
樽
市
民
セ
ン
タ
ー
１
号
会
議
室

■
相
談
料
／
無
料

■
相
談
担
当
者
／

社
会
保
険
労
務
士　

山
内
俊
英

特
定
社
会
保
険
労
務
士　

米
澤
典
子

問
札
幌
障
害
年
金
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
１
―
３
０
３
―
４
８
６
４
（
担

当
山
内
）

周

知

羊
蹄
山
開
き
・
半
月
湖
水
開
き

じ
ゃ
が
太
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

児
童
手
当
の
現
況
届

北
海
道
新
幹
線
環
境
影
響
評
価
書
に

基
づ
く
事
後
調
査
等
報
告
書
の
公
表

55
歳
以
上
の
方
限
定
就
職
支
援
講
習

障
害
年
金
無
料
相
談
会

　裁判を扱ったドラマなどで、裁判に負けてしまった登場人

物が「最高裁まで戦う」などと述べる場面があります。日本

は三審制を採用していますので、一般的に地方裁判所が第１

審の場合、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所の順で審理

を受けることができるといわれていますが、全ての事件につ

いて最高裁判所で審理を受けることができるのでしょうか。

　最高裁判所は日本に 1 つしかなく、最高裁判事も 15 人し

かいませんので、全ての事件での上告を認めてしまうと、最

高裁に膨大な事件が寄せられ、パンクしてしまいます。そこ

で現在の法律では、判決に憲法違反がある場合、その他手続

に重大な誤りがある場合、判例違反や法律解釈について重要

な争点を含む場合などにしか上告の機会は与えられていませ

ん（地方裁判所が第 1審の民事事件の場合）。

　例えば、貸したお金を返して欲しいという裁判で高等裁判

所が「お金を貸した事実は認められない」と判断したとき、

その判断が誤っているとして最高裁に判断を仰ぐことはでき

るのでしょうか。残念ながらほとんどの場合、たとえ上告し

たとしても「適法な上告理由に当たらない」などと書かれた

決定文が送られてくるだけです。また、高等裁判所の審理に

ついても、第 1審の事実認定を覆すことは簡単ではありませ

ん。一般に「三審制」と呼ばれていても、全ての事件につい

て 3回の審理を受ける機会が保障されているわけではないの

です。裁判は、第 1審が勝負と言っても過言ではありません。


